
いきいきパートナー

2026年6月5日（金） 10：00～12：00
藤沢市役所 分庁舎2階 活動室1・2

いきいきパートナー事業とは
藤沢市在住の65歳以上の方が、指定の施設でボランティア活動をするとポイントがもらえる制度。
おおむね１時間以上のボランティア活動につき、1ポイントが付与されて年間最大50ポイント
(5,000円)まで換金できます。
65歳以上の方の社会参加を促し、ご自身の介護予防につなげるとともに、地域活動の活性化
を目的としています！

お申し込みは

電話または来館で
藤沢市社会福祉協議会 ふじさわボランティアセンター 0466-26-9863
（藤沢市朝日町1-1 藤沢市役所 分庁舎２階）
受付期間：2026年５月11日（月）から 6月4日（木）まで
（平日9：00～20：00 土日祝 9：00～17：00 ※第３日曜日は休所日です）

登録説明会参加

「いきいきパートナーカード」
を受取り登録完了！

ボランティア活動

指定施設で活動したら、
ポイントがもらえます！

ポイント転換

1年間の累積ポイントを申
請して転換しましょう！

藤沢市高齢者介護予防支援事業

（案）
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